
昭
和
二
十
年
五
月
十
二
日
、
当
社
は
全
社
員
を
解
雇
し
、
六
月
二
十
五
日
そ
の
一
部
を
改
め
て
採
用
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
蓋

し
当
社
の
和
。
洋
書
販
売
を
主
と
す
る
業
務
は
一
応
不
急
産
業
と
認
め
ら
れ
、
多
く
の
社
員
が
召
集
若
く
は
徴
用
さ
れ
る
と
い
う
よ
う

な
状
況
で
あ
り
、
業
務
を
縮
小
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
故
の
処
置
で
あ
っ
た
。

か
く
て
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
終
戦
の
詔
勅
が
発
せ
ら
れ
た
時
点
に
お
け
る
社
員
は
、
支
店
を
除
き
、
本
社
・
子
会
社
。
傍
系

会
社
合
せ
て
、
百
三
名
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
各
支
店
に
は
そ
れ
ぞ
れ
十
名
内
外
が
在
席
し
た
。

終
戦
と
と
も
に
、
召
集
解
除
・
徴
用
解
除
者
の
う
ち
再
入
社
を
希
望
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
徴
用
先
の
職
場
に
留
ま
る
も
の
も
あ
り
、

あ
る
い
は
自
家
営
業
に
入
る
も
の
も
あ
っ
た
。
一
方
、
当
社
に
お
い
て
も
事
業
縮
小
の
折
柄
で
も
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
者
を
悉

く
迎
え
入
れ
る
と
い
う
余
裕
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
事
情
で
あ
っ
た
か
ら
、
右
の
解
除
者
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
て
採
用
す
る
と

い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

第
六
章
社
員
の
待
遇

社
員
構
成
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右
の
次
第
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
昭
和
二
十
一
年
四
月
現
在
の
本
社
。
支
店
の
全
職
員
数
は
、
男
女
合
計
四
四
○
名
、
子
会
社
。
傍

系
会
社
一
○
九
名
、
合
計
五
四
九
名
に
な
っ
た
。
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こ
の
数
字
は
記
録
時
点
で
、
本
支
店
・
子
会
社
。
傍
系
会
社
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
従
っ
て
い
た
人
員
の
総
数
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
当
社
で
は
、
必
要
に
応
じ
て
新
聞
広
告
な
ど
に
よ
っ
て
社
員
を
募
集
し
た
場
合
も
あ
る
が
、
殆
ん
ど
縁
故
採
用
か
学
校

へ
の
直
接
働
き
か
け
で
あ
っ
た
。
大
正
大
震
災
前
後
に
は
印
刷
し
た
見
習
生
募
集
要
項
（
七
八
二
頁
参
照
）
も
あ
り
、
女
子
社
員
中
に

は
、
昭
和
二
年
に
「
東
京
日
女
新
聞
」
の
広
告
で
入
社
し
た
と
い
う
者
も
あ
っ
た
。
戦
後
も
昭
和
二
十
一
年
頃
ま
で
は
、
従
来
と
同
じ

よ
う
に
広
告
。
縁
故
両
様
で
必
要
人
員
を
採
用
し
て
き
た
が
、
険
し
い
世
情
を
反
映
し
て
入
退
社
の
動
き
は
激
し
か
っ
た
。
昭
和
一
一
十

三
年
頃
か
ら
社
員
の
増
加
と
定
着
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
中
央
職
業
安
定
所
を
通
し
て
公
開
募
集
を
行
っ
た
。

選
考
方
法
は
、
支
店
及
隔
地
出
張
所
へ
は
、
本
社
か
ら
試
験
要
項
を
連
絡
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
支
店
・
出
張
所
毎
に
試
験
し
て
、
必

要
人
員
を
採
用
し
て
い
る
。
昭
和
二
十
四
年
頃
か
ら
、
新
入
社
員
の
定
着
率
は
高
く
な
っ
た
。

い
ま
昭
和
二
十
五
年
一
月
末
の
店
別
・
工
場
別
従
業
員
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ｌ
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。
。
’

■
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以
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当
時
は
工
場
の
工
員
を
含
め
て
も
七
百
余
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
終
戦
時
総
職
員
の
一
五
○
名
前
後
に
比
す
る
と
約
四
倍
に
な
っ

て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ま
で
の
最
盛
時
二
千
五
百
余
名
に
比
す
る
と
約
三
分
の
一
弱
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
、
こ
の
時
に

は
、
ま
だ
旧
時
の
状
態
に
復
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
職
員
の
年
齢
構
成
か
ら
見
て
二
十
歳
以
上
四
十
九
歳
未
満
の
働

き
盛
り
の
男
子
が
圧
倒
的
に
多
い
の
は
、
当
社
と
し
て
心
強
い
点
で
あ
っ
た
。

二
服
務
規
律

当
社
の
従
業
員
服
務
規
律
は
、
初
め
明
治
二
十
九
年
に
定
め
ら
れ
、
以
来
若
干
の
改
正
を
経
て
い
た
が
、
擢
災
の
た
め
戦
前
最
後
の

規
律
に
関
す
る
印
刷
物
を
殆
ん
ど
焼
失
、
僅
か
に
大
正
九
年
規
定
の
も
の
を
残
す
の
み
で
あ
っ
た
。

職
種
別

職
員

ニ

員

本 店

神田支店

名古屋支店

求都支店

大阪支潜

姫路支店

福岡支店

長崎支店

仙台支店

札幌支店２４２８５２

横浜出張所|‘２６
神戸出張所|皿‘エア
丸ノ内出張所

金沢出張所

日暮里工場

背戸工場

計’４０，，‘'671

日暮里ｴ場'２０２２縄
青戸工場’７４皿

計

合計

男女計
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終
戦
後
の
混
乱
期
に
於
て
、
』

考
え
た
の
で
、
昭
和
二
十
一
年
‐

い
て
一
定
の
規
準
を
も
う
け
た
。

戦
前
に
お
け
る
当
社
の
給
与
は
、
実
力
本
位
に
年
女
決
定
さ
れ
る
月
俸
（
本
俸
）
と
、
役
付
者
に
支
給
さ
れ
る
月
手
当
（
役
手
当
）

三
給
与
の
変
遷

乱
期
に
於
て
、
矢
張
り
準
拠
す
べ
き
服
務
規
律
が
あ
っ
た
方
が
、
社
員
の
執
務
体
勢
を
明
朗
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
、
処
務
規
則
案
百
カ
条
を
ま
と
め
、
そ
の
中
で
服
務
規
定
、
執
務
規
則
、
休
日
、
休
暇
等
に
つ

1163

昭
和
二
十
三
年
二
月
二
十
日
に
更
め
て
、
服
務
規
定
を
改
正
し
た
。

こ
の
規
定
は
、
全
七
十
一
条
第
一
章
総
則
第
二
章
採
用
及
び
見
習
期
間
第
三
章
資
格
及
び
職
制
第
四
章
服
務
第
五
章
休

日
、
休
暇
第
六
章
給
与
第
七
章
教
育
及
び
福
利
厚
生
第
八
章
安
全
、
保
健
及
び
災
害
補
償
第
九
章
休
職
、
解
職
及
び
退
職

第
十
章
表
彰
及
び
懲
罰
附
則
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。

同
時
に
宿
直
規
定
、
退
職
金
給
与
規
定
、
旅
費
規
定
、
独
立
営
業
援
助
に
関
す
る
規
定
（
退
職
者
に
対
す
る
）
が
定
め
ら
れ
た
。
い

ず
れ
の
規
定
も
、
三
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
。

ま
た
同
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
実
施
の
賞
罰
並
に
賞
罰
委
員
会
に
関
す
る
規
定
第
一
一
条
中
の
一
項
に
、
永
年
勤
続
し
て
功
労
あ
る
社

員
に
対
す
る
表
彰
規
定
を
設
け
た
が
、
こ
の
規
定
に
よ
り
昭
和
二
十
四
年
三
月
一
日
、
永
年
勤
続
者
第
一
回
表
彰
式
を
行
っ
た
。
こ
の

時
表
彰
さ
れ
た
社
員
は
、
勤
続
一
一
一
十
年
以
上
五
名
、
二
十
年
以
上
一
三
五
名
、
十
年
以
上
四
一
一
一
名
の
計
二
三
○
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
永

年
勤
続
者
の
表
彰
は
現
在
ま
で
引
続
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
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の
二
本
建
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
年
二
回
の
期
末
手
当
（
賞
与
）
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
戦
争
中
の
国
家
総
動
員
法
の
発
動

に
よ
る
賃
銀
統
制
下
に
あ
っ
て
は
、
限
度
一
杯
に
定
期
昇
給
を
行
っ
た
。
更
に
軍
需
イ
ン
フ
レ
、
生
活
物
資
の
欠
乏
、
闇
物
価
の
暴
騰

に
対
処
し
て
統
制
令
の
別
枠
と
し
て
漸
次
に
認
め
ら
れ
た
警
防
（
防
護
団
）
手
当
、
年
功
加
俸
、
家
族
手
当
、
住
宅
手
当
、
別
居
手
当

（
疎
開
手
当
）
、
通
勤
手
当
等
を
設
定
し
、
社
員
生
活
の
安
定
を
は
か
っ
て
き
た
。

終
戦
を
迎
え
、
最
低
限
生
活
物
資
の
窮
乏
に
伴
う
闇
物
価
の
横
行
と
、
そ
れ
に
伴
う
異
常
に
加
速
的
な
イ
ン
フ
レ
期
に
あ
っ
た
昭
和

二
十
一
年
三
月
の
定
期
昇
給
実
施
に
あ
た
っ
て
、
給
与
を
基
本
給
十
物
価
手
当
（
基
本
給
の
二
倍
）
＋
厚
生
手
当
十
家
族
手
当
の
合
計

を
支
給
す
る
ほ
か
、
交
通
費
補
助
と
し
て
半
期
最
高
一
五
○
円
以
内
の
半
額
を
会
社
が
負
担
す
る
こ
と
と
し
た
。
い
ま
か
ら
見
る
と
大

層
少
額
の
よ
う
だ
が
、
大
阪
ま
で
往
復
三
六
円
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
に
家
族
が
疎
開
し
て
い
る
世
帯
主
に
別
居
手
当
五
○
円

を
、
応
召
出
征
者
に
対
し
て
は
臨
時
手
当
と
し
て
当
時
の
給
与
金
に
対
し
、
別
途
五
割
を
支
給
し
た
。

以
後
傾
斜
生
産
に
よ
る
生
産
力
の
回
復
と
ド
ッ
ジ
プ
ラ
ン
Ⅱ
均
衡
財
政
政
策
に
よ
り
、
漸
く
イ
ン
フ
レ
の
終
息
が
み
ら
れ
る
に
至
っ

た
昭
和
二
十
六
年
三
月
の
定
期
昇
給
ま
で
、
期
末
手
当
（
賞
与
七
・
十
二
月
支
給
）
と
は
別
に
、
物
資
補
助
の
た
め
種
灸
の
名
目
で

時
に
応
じ
て
臨
時
手
当
（
三
・
九
月
支
給
）
を
支
給
し
た
。
こ
の
間
、
基
本
給
及
び
諸
手
当
も
度
々
改
正
増
額
し
た
。
昭
和
一
一
十
二
年

四
月
、
勤
務
手
当
（
基
本
給
の
○
・
五
倍
）
を
新
設
、
同
年
十
月
に
は
役
手
当
を
復
活
さ
せ
た
。

翌
一
一
十
三
年
八
月
に
は
、
勤
務
手
当
を
精
勤
手
当
と
改
称
、
厚
生
手
当
を
廃
止
、
代
り
に
満
三
年
以
上
の
勤
務
者
に
対
し
て
勤
続
年

数
に
応
じ
て
勤
続
手
当
を
支
給
し
た
。
ま
た
物
価
手
当
を
基
本
給
の
五
倍
、
精
勤
手
当
を
基
本
給
の
一
一
倍
に
増
額
し
た
。
こ
の
時
点
で

の
給
与
総
額
は
基
本
給
を
一
と
す
る
と
、
物
価
・
精
勤
両
手
当
の
合
算
額
は
そ
の
七
倍
と
な
り
、
給
与
月
額
合
計
は
基
本
給
の
八
倍
に



相
当
し
た
。

１１６５

（
単
位
円
）

昭
和
二
十
四
年
一
月
、
基
本
給
を
倍
額
に
し
、
物
価
手
当
を
新
基
本
給
の
二
倍
、
精
勤
手
当
を
新
基
本
給
の
一
倍
に
改
正
し
た
。

（
か
く
て
月
額
給
与
総
額
は
新
基
本
給
の
四
倍
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
旧
基
本
給
の
八
倍
に
当
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
倍
率
だ
け
か

ら
考
察
す
れ
ば
実
質
的
変
化
は
な
く
、
基
本
給
の
金
額
の
上
昇
分
だ
け
が
実
収
額
の
増
加
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
）
こ
の
と
き
勤
続
手

当
を
廃
止
し
た
。
ま
た
新
た
に
タ
イ
ピ
ス
ト
、
衛
生
管
理
者
、
雇
員
特
技
者
、
荷
造
者
に
対
し
て
技
能
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
同
年
四
月
に
は
社
員
の
献
身
的
協
力
の
労
に
報
い
、
生
活
の
安
定
に
資
す
る
た
め
に
、
恒
産
手
当
（
基
本
給
の
○
・
五
倍
）
を

支
給
す
る
こ
と
に
し
た
。
但
し
恒
産
手
当
の
支
給
額
は
、
特
別
預
金
（
利
息
年
一
割
・
税
控
除
）
と
し
て
積
立
、
原
則
と
し
て
当
社
お

よ
び
子
会
社
・
傍
系
会
社
の
株
式
取
得
の
場
合
引
き
出
し
得
る
こ
と
と
し
た
。
（
な
お
退
社
の
際
は
即
時
払
戻
す
こ
と
と
し
た
。
）

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
、
基
本
給
を
○
・
七
倍
増
額
し
、
物
価
手
当
を
基
本
給
の
二
。
七
倍
に
各
倉
増
額
し
た
。

左
に
昭
和
二
十
二
年
’
二
十
五
年
の
初
任
給
の
推
移
を
記
し
て
お
く
。
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備
考
一
）
の
本
給
の
他
に
実
費
補
償
的
な
手
当
と
し
て
交
通
費
補
助
、
外
勤
手
当
、
外
出
手
当
、
宿
直
料
、
旅
費
規
程
等
を
必
要
に

応
じ
て
何
回
か
改
正
増
額
し
た
。
ま
た
札
幌
支
店
で
は
戦
前
に
引
き
続
い
て
石
炭
手
当
を
支
給
し
た
。

四
停
年
制
の
実
施

1166

当
社
職
員
の
停
年
制
は
、
昭
和
十
九
年
四
月
一
日
に
定
め
ら
れ
、
昭
和
一
一
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
同
年
三
月
四
日
の
取
締
役
会
で
、
停
年
退
職
者
の
処
遇
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

一
退
職
慰
労
金
は
現
行
規
定
に
よ
る
一
．
）
と
。

二
十
五
年
以
上
勤
続
せ
る
者
に
限
り
、
左
記
に
基
き
、
翌
月
よ
り
嘱
託
扱
に
し
、
そ
の
期
間
中
は
月
女
退
職
時
に
於
け
る
本
俸

相
当
額
を
手
当
金
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
。
但
し
此
の
期
間
出
勤
す
る
に
及
ば
ざ
る
こ
と
。

十
五
年
以
上
勤
続
者
三
ヵ
月
間

二
十
年
以
上
勤
続
者
四
カ
月
間

二
十
五
年
以
上
勤
続
者
五
ヵ
月
間

三
十
年
以
上
勤
続
者
六
カ
月
間

な
お
、
そ
の
第
三
項
に
お
い
て
、
業
務
の
都
合
上
引
続
き
勤
務
さ
せ
る
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
新
た
に
嘱
託
と
し
て
採
用
し
、
其
の

期
間
を
定
め
、
諸
般
の
条
件
を
勘
考
し
て
、
給
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

当
社
は
、
同
時
に
十
五
年
以
上
会
社
に
勤
続
し
て
忠
実
に
職
務
を
果
し
た
社
員
で
退
社
後
独
立
営
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
対
し
て
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は
、
会
社
特
約
店
と
し
て
の
資
格
を
与
え
、
商
品
の
供
給
、
代
金
の
決
済
、
其
他
の
取
引
条
件
に
付
い
て
便
宜
を
与
え
る
こ
と
を
定
め

た
。
こ
の
規
定
は
昭
和
二
十
三
年
三
月
、
服
務
規
定
制
定
の
際
に
退
職
金
給
与
規
定
が
制
定
さ
れ
た
た
め
に
削
除
さ
れ
た
。

尚
、
昭
和
二
十
三
年
三
月
一
日
制
定
の
退
職
金
給
与
規
定
に
よ
っ
て
、
退
職
金
支
給
率
が
定
ま
っ
た
。

退
職
金
算
定
基
準
は
退
職
時
の
基
本
給
（
当
時
の
給
与
総
額
は
基
本
給
の
四
倍
）

1７

３
’
４
－
５

８

１

続
数

勤
年

2２

2３

汀
一
△

向
乙

2５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

３５

３６

3７

3s

3９

4０

給与総額
換算率

10.25

１１

ﾕ１．７５

ﾕ２．５

1３．５

14.5

１５．５

1６．５

ﾕ７．s

１８．７５

２０

２１．２５

２２．５

２３．７５

2４

24.25

24.5

2４．７５

2５

支給率

4ユ

4４

4７

5０

5４

５８

６２

６６

７０

7５

８０

8５

９０

9５

9６

９８

9９

1００

勅
年数

]０

]１

1２

1３

1４

1５

1６

1８

1９

２０

’２’

給与総額
換算率

0.25

0.5

0.75

ﾕ.2５

１．６３

2.38

2.75

3.13

3.63

4..ﾕ３

４．－５３

５．１３

５．６３

６．２５

６．８３

８.ユ３

8.75

9.5

支；

6.5

9.5

ﾕ１

ﾕ２．５

14.5

16.5

1８．５

２０．５

２２．５

2５

27.5

3０

３２．５

3５

3８



当
社
は
こ
れ
ま
で
、
共
済
会
が
行
っ
て
来
た
病
中
経
費
の
援
助
（
療
養
扶
助
金
）
を
、
当
社
給
与
規
定
に
組
み
込
む
処
置
を
取
っ
た

こ
と
か
ら
、
共
済
会
の
目
的
を
変
更
し
、
厚
生
会
に
改
組
す
る
こ
と
を
適
当
と
考
え
、
昭
和
二
十
三
年
末
か
ら
翌
年
春
に
か
け
て
、
そ

の
案
を
作
成
、
こ
れ
を
本
社
各
部
・
各
支
店
・
工
場
に
配
付
検
討
を
求
め
、
そ
の
賛
成
を
得
て
丸
善
厚
生
会
規
定
を
、
同
年
一
一
一
月
に
決

定
、
翌
四
月
一
日
か
ら
丸
善
厚
生
会
と
し
て
新
し
い
出
発
を
し
た
。

厚
生
会
の
行
事
と
し
て
本
部
の
例
を
記
し
て
見
る
と
、
文
化
部
。
体
育
部
。
娯
楽
部
が
設
け
ら
れ
、
文
化
部
で
は
適
当
な
講
師
を
求

め
て
講
演
を
聞
き
、
或
は
歌
・
俳
句
の
会
を
催
し
、
或
い
は
映
画
・
劇
の
観
賞
会
を
催
し
て
教
養
を
高
め
、
体
育
部
で
は
野
球
・
旅

行
・
ス
キ
ー
の
三
部
門
を
設
け
て
健
康
の
増
進
に
留
意
し
、
娯
楽
部
で
は
、
麻
雀
。
囲
碁
。
将
棋
。
釣
な
ど
を
試
み
て
趣
味
の
向
上
に

努
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
ま
た
支
店
毎
に
置
か
れ
た
各
支
部
に
お
い
て
も
、
土
地
の
状
況
に
よ
っ
て
多
少
の
差
は
あ
っ
た
が
、
略

弔
慰
金
、
結
婚
慶
賀
金
、
出

し
か
し
、
昭
和
二
十
四
年
四

目
丸
善
厚
生
会
の
誕
生

㈲
丸
善
共
済
会
の
活
動
復
活

昭
和
十
九
年
、
時
局
急
迫
の
た
め
余
儀
な
く
活
動
を
閉
じ
た
丸
善
共
済
会
は
、
終
戦
後
復
活
し
て
、
療
養
扶
助
金
、
災
害
見
舞
金
、

慰
金
、
結
婚
慶
賀
金
、
出
産
祝
金
を
少
額
な
が
ら
各
当
事
者
に
贈
り
、
ま
た
購
買
部
を
通
じ
、
生
活
必
需
品
の
廉
売
等
を
行
な
っ
た
。

か
し
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
一
日
、
こ
の
丸
善
共
済
会
は
廃
止
さ
れ
丸
善
厚
生
会
と
し
て
出
発
す
る
｝
）
と
に
な
っ
た
。

五
福
利
施
設

1168

行
・
ス
キ
ー
の
三
部
門
を
設
け
一

努
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
１

ぽ
同
じ
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。




